
 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設故障等報告書 

                   平成２７年 ９月２５日          東京電力株式会社 

件 名 
福島第一原子力発電所 

Ｈ４北タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えいについて 

事象発生の日時 
平成２７年 ９月１５日 ２０時１７分 

（福島第一規則第１８条第１２号に該当すると判断した日時） 

事象発生の場所 福島第一原子力発電所 

事象発生の発電

用原子炉施設名 
汚染水処理設備等 貯留設備（タンク等） 中低濃度タンク 基礎外周堰 

事象の状況 

１．事象発生時の状況 

平成２７年９月１１日１２時１０分頃、汚染水貯留設備のパトロール（以下、「タンク

パトロール」という。）を実施していた協力企業社員が、Ｈ４北タンクエリア南側の基礎

外周堰（以下、「内堰」という。）の繋ぎ目から、内堰内に溜まった雨水が鉛筆１本程度

で漏えいしていることを発見した。 

また、１３時０５分頃、漏えい箇所を確認した当社社員が、内堰のコンクリート堰基礎

部と鋼製堰との繋ぎ目にある取付ボルト穴（以下、「当該箇所」という。）からの漏えい

であることを確認した。 

当該箇所については、止水セメントによる止水処置を実施し、１４時１２分に漏えいは停

止した。 

その後、１４時１９分に当社社員がＨ４北タンクエリア周辺の目視点検を実施し、Ｈ４・

Ｈ４北・Ｈ４東タンクエリア（以下、「Ｈ４エリア」という。）の内堰を囲むように設置し

てある外周堰（以下、「外堰」という。）の外側へは漏えいしていないことを確認した。   

なお、外堰内の排水ピットに設置してある止水弁については、漏えい発生以前※１より

「閉」運用としていた。 
  ※１：平成２７年２月２２日に発生した「福島第一原子力発電所構内側溝排水放射線モニタにおける β 線濃度

「高高警報」の発生について」に関する原因調査の過程で、Ｈ４エリアの外堰内が汚染されている（全

ベータ：１，９００Ｂｑ／Ｌ）ことが判明したことから、同年３月５日より止水弁を「閉」運用として

いた。 

 

９月１２日１１時３０分頃、現場パトロールを実施していた当社社員が、当該箇所から

東へ約１０ｍ離れた場所において、内堰のコンクリート基礎部と鋼製堰の繋ぎ目の取付ボ

ルト部から、１０秒に１滴程度の滴下があることを発見した。 

 直ちに、滴下箇所へビニールの受けを設置するとともに、１２時０７分に止水材による

止水処置を実施し、滴下が停止したことを確認した。なお、滴下した床面に水溜まりは確

認されなかった。 

９月１１日の漏えい発生後、当該箇所近傍の内堰内側で採取※２した水の放射能濃度を分

析した結果、Ｃｓ－１３４が検出限界値未満（検出限界値：９．２×１０－１Ｂｑ／Ｌ）、

Ｃｓ－１３７が３．６×１００Ｂｑ／Ｌ、全ベータ放射能が１．２×１０３Ｂｑ／Ｌ、トリ

チウムが１．６×１０２Ｂｑ／Ｌ、Ｓｒ－９０が７．４×１０２Ｂｑ／Ｌであった。 
※２：漏えい水を採取する時点で既に止水処置は完了しており、漏えい箇所から直接採取することができなか

ったことから、漏えい箇所近傍の内堰内に溜まっていた雨水を採取した。 

 

漏えい発生前後で、Ｈ４北タンクエリアに設置してある汚染水タンクの水位に有意な変

動はなく、汚染水タンクや移送配管等からの漏えいは確認されなかったことから、漏えい

した水はＨ４北タンクエリア内堰内に溜まった雨水ではあるものの、平成２５年８月１９

日に発生した「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備ＲＯ濃縮水貯槽からの漏えい」によ

って、Ｈ４北タンクエリアには汚染が残存※３しており、その影響で内堰内に溜まった雨水

の放射能濃度も高くなっていることから、漏えいした水は「核燃料物質等により汚染され

た水」に該当すると判断した。 
※３：平成２５年８月１９日の漏えい事象発生後に、Ｈ４北タンクエリア内の床面洗浄・塗装は実施している

ものの、タンク底部の床面には汚染が残存している箇所がある。 

 



 

 

 

本事象については、漏えいした水が「核燃料物質等により汚染された水」であること、当

該箇所近傍の内堰内側から採取した水の放射能濃度（告示濃度限度に対する割合の和）は

「２５」であり、実施計画にて定めた排水基準（０．２２）を超えていることから、９月１

５日２０時１７分、福島第一規則第１８条第１２号「発電用原子炉施設の故障その他の不測

の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいし

たとき。」に該当すると判断した。 

 

９月１４日１７時３５分頃、Ｈ６タンクエリア内堰内に溜まった雨水が、内堰の鋼製堰の

配管貫通部１箇所、及び鋼製堰の平板と平板を接続している補強用鋼材の接合部２箇所か

ら、Ｈ６タンクエリア外堰内に漏えいする事象が発生した。 

なお、Ｈ６タンクエリア外堰内に漏えいした水については、外堰内にある排水ピットまで

到達していなかったこと、排水ピットに設置してある止水弁は漏えい発生以前より「閉」状

態であったことから、外堰から外側への漏えいはなかった。 

漏えい発生後、Ｈ６タンクエリア内堰内に溜まっていた水の放射能濃度を分析した結果、

Ｃｓ－１３４が検出限界値未満（検出限界値：６．４×１０－１Ｂｑ／Ｌ）、Ｃｓ－１３７

が１．７×１００Ｂｑ／Ｌ、全ベータ放射能が３．０×１０２Ｂｑ／Ｌ、トリチウムが検出

限界値未満（検出限界値：９．２×１０１Ｂｑ／Ｌ）、Ｓｒ－９０が１．６×１０２Ｂｑ／

Ｌであった。 

漏えい発生前後で、Ｈ６タンクエリアに設置してある汚染水タンクの水位に有意な変動は

なく、汚染水タンクや移送配管等からの漏えいは確認されていないものの、９月１１日に発

生した「Ｈ４北タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい」の際に、Ｈ４北タンク

エリア内堰内の水がＨ６タンクエリア内堰内へ移送されていることから、漏えいした水は

「核燃料物質等により汚染された水」に該当すると判断した。 

また、Ｈ６タンクエリア内堰内から採取した水の放射能濃度（告示濃度限度に対する割合

の和）は「５．３」であり、実施計画にて定めた排水基準（０．２２）を超えていた。 

 

２．漏えい量の評価結果（暫定評価） 

（１）Ｈ４北タンクエリアにおける漏えい量評価 

９月１１日８時３０分頃に実施したタンクパトロールにおいて、当該箇所からの漏え 

いは確認されていないことから、その後すぐに漏えいが発生したと仮定し、漏えいが停

止した１４時１２分までの間、漏えい発見時の鉛筆１本程度（１６２Ｌ／ｈと仮定）の

漏えいが継続したと推定して、当該箇所からの漏えい量を算出したところ、漏えい量は

最大に見積もって約９２４Ｌ、放射能量（全ベータ）は約１．１×１０６Ｂｑと評価し

た。 

 

（２）Ｈ６タンクエリアにおける漏えい量評価 

Ｈ６タンクエリア外堰内には、漏えい発生以前から溜まっていた雨水も含まれている

が、保守的に外堰内の漏えい箇所周辺に溜まっていた水が全て漏えいした水であると仮

定し、漏えい発生時に外堰内の漏えい箇所周辺に溜まっていた水の範囲（約２０ｍ×約

１．５ｍ×深さ約１ｃｍ）から、漏えい量は約３００Ｌ、放射能量（全ベータ）は約

９．０×１０４Ｂｑと評価した。 

 

３．応急対策 

（１）Ｈ４タンクエリアの応急対策 

 ａ．漏えい箇所の止水処置 

当該箇所については、９月１１日１４時１２分に止水セメントによる止水処置を実施

し、漏えいは停止した。 

また、当該箇所から東へ約１０ｍ離れた場所で発生した滴下箇所についても、９月１

２日１２時０７分に止水材による止水処置を実施し、滴下は停止した。 

 

ｂ．Ｈ４エリア外堰内溜まり水の回収 

当該箇所から漏えいした水が、Ｈ４エリア外堰内に溜まっていた雨水に混入したこと   

から、９月１１日１５時５５分から２２時００分にかけて、Ｈ４エリア外堰内溜まり水

をＨ４タンクエリア内堰内に移送した。 

ただし、水中ポンプで移送可能な範囲は移送したものの、Ｈ４エリア外堰内の窪地や   

排水路には残水が残った状態である。 

 



 

 

 

なお、Ｈ４タンクエリア内堰内溜まり水については、Ｈ４エリア外堰内溜まり水を移

送したことで堰内水位が上昇したことから、Ｈ４北タンクエリア内堰内を経由してＨ６

タンクエリア内堰内に移送した。 

また、当該箇所から東へ約１０ｍ離れた場所で発生した滴下については、滴下箇所周

辺の床面に水溜まりは確認されなかったことから、回収は実施していない。 

 

（２）Ｈ６タンクエリアの応急対策 

ａ．漏えい箇所の止水処置 

Ｈ６タンクエリア内堰の漏えい箇所（鋼製堰の配管貫通部１箇所、及び鋼製堰の平板

と平板を接続している補強用鋼材の接合部２箇所）については、９月１４日１８時３０

分頃から９月１５日３時頃にかけて、止水材や止水セメントによる止水処置を実施する

とともに、漏えい拡大防止のため、９月１４日１９時２５分に漏えい箇所周辺（３箇

所）の外堰内へ吸水土のうを設置した。 

また、上記の止水処置と平行して、Ｈ６タンクエリア内堰内溜まり水の回収を実施し

たことにより、９月１５日７時２５分に全ての漏えい箇所からの漏えいは停止した。 

 

ｂ．Ｈ６タンクエリア内堰内及び外堰内溜まり水の回収 

Ｈ６タンクエリア内堰から漏えいした水が、Ｈ６タンクエリア外堰内に溜まっていた

雨水に混入したことから、９月１４日１９時２５分から２１時３８分にかけて、吸水土

のうによる回収を実施した。 

なお、念のため、９月１５日８時５０分に外堰内の漏えい箇所周辺に吸水土のうを再

設置した。 

また、Ｈ６タンクエリア内堰内溜まり水について、９月１４日２０時０８分から９月

１５日１時１２分にかけて、Ｈ４東及びＨ４北タンクエリア内堰内を経由して、Ｈ４北

タンクエリア内に設置してあるタンクに移送した。 

    

４．環境への影響 

（１）Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えいによる影響 

当該箇所から漏えいした水がＨ４エリア外堰内に漏えいしたものの、Ｈ４エリア外堰

内の止水弁は「閉」状態であったことから、直接排水路へは流出していない。 

また、漏えい発生前後で、Ｃ排水路に設置された構内側溝排水放射線モニタの指示値

や南放水口付近海水の分析結果に有意な変動は確認されていないことから、漏えいした

水による環境への影響はないと判断した。 

なお、９月１２日に採取したＨ４エリア周辺地下水観測孔（Ｅ－２）の全ベータ放射

能は２００Ｂｑ／Ｌであり、通常時の値（十数Ｂｑ／Ｌ程度）と比較して上昇が確認さ

れた。 

これは、９月９日から１０日にかけて発生した大雨の影響により、Ｈ４エリア外堰内

溜まり水の水位が上昇し、観測孔（Ｅ－２）内に混入したことが原因であると考えられ

るが、９月１５日に採取した分析結果では６０Ｂｑ／Ｌまで低下していることから、一

時的な上昇であると判断した。 

 

（２）Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えいによる影響 

Ｈ６タンクエリア内堰内から漏えいした水がＨ６タンクエリア外堰内に漏えいしたも

のの、外堰内にある排水ピットまで到達していなかったこと、排水ピットに設置してあ

る止水弁は「閉」状態であったことから、直接排水路へは流入していない。 

また、漏えいした水の全ベータ放射能は３００Ｂｑ／Ｌと若干高かったものの、漏え

い発見後にＨ６タンクエリア外堰内の漏えい箇所周辺に吸水土のうを設置し、漏えい拡

大防止を図るとともに、漏えい箇所周辺の溜まり水は回収していることから、漏えいし

た水による環境への影響はないと判断した。 

事 象 の 原 因 

本事象（Ｈ６タンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい事象を含む）の原因につ

いては、現在調査中である。 

なお、９月９日に発生したＨ５及びＣタンクエリア内堰から外堰内への堰内雨水の漏えい

事象についても、本事象と合わせて原因と対策を検討していく。 

保護装置の種類 

及 び 動作 状況 
な し 



 

 

放 射 能の 影響 
「４．環境への影響」に記載したとおり、Ｈ４北タンクエリア及びＨ６タンクエリア内堰か

らの漏えいによる環境への影響はないと判断した。 

被 害 者 な し 

他 に 及ぼ した 

障 害 
な し 

復 旧 の 日 時 
平成２７年９月１５日７時２５分 
Ｈ６タンクエリア内堰の漏えい箇所からの漏えいが停止した日時 

再 発 防止 対策 検討中 

 


